
亡

く

な

っ

た

方

（

被

相

続

人
）
か
ら
不
動
産
を
相

続
し
た
際
に
必
要
と
な
る
名

義
変
更
で
す
。
土
地
・
建
物

の
所
有
者
は
法
務
省
の
登
記

簿
で
管
理
さ
れ
公
示
力
が
あ

る
た
め
、
不
動
産
を
相
続
し

た
際
に
「
相
続
登
記
」
が
正

し
く
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

第
三
者
に
対
し
て
土
地
・
建

物
の
所
有
権
の
主
張
で
き
ま

せ
ん
。

〇
法
務
局
の
登
記
簿
情
報
は
、

不
動
産
の
売
買
や
利
活
用
、

担
保
に
入
れ
る
際
に
必
要
と

な
る
も
の
で
す
。
相
続
が
発

生
し
た
際
、
将
来
的
な
ト
ラ

ブ
ル
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、

重
要
な
の
が
相
続
登
記
で
す
。

今
ま
で
は
こ
の
相
続
登
記

を
い
つ
ま
で
に
対
応
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
等
に
つ
い

て
は
法
的
な
ル
ー
ル
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

今
回
こ
の
相
続
が
発
生
し
、

不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
も
、

登
記
が
必
要
で
す
。

遺
産
分
割
の
話
し
合
い
で
、

協
議
書
が
作
成
さ
れ
て
か
ら

3
年
以
内
に
登
記
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

正
当
な
理
由
が
な
く
、
相

続
登
記
を
し
な
い
場
合
、
10

万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

〇
近
年
に
お
い
て
、
老
朽
化

し
た
建
物
の
専
有
部
分
に
居

住
す
る
独
居
老
人
の
方
が
、

孤
独
死
し
、
家
族
や
親
族
に

連
絡
が
取
れ
ず
、
無
縁
仏
と

し
て
、
遺
骨
を
埋
葬
さ
れ
る

事
例
が
増
え
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
困
る
の
は
、
管

理
組
合
に
管
理
費
、
修
繕
積

立
金
が
未
納
に
な
り
、
長
期

の
滞
納
は
余
儀
な
く
さ
れ
ま

す
。回

収
に
至
る
迄
、
相
続
財

産
管
理
人
の
選
任
費
用
の
総

会
上
程
等
、
時
間
と
お
金
の

掛
か
る
事
ば
か
り
で
す
。
管

理
費
の
大
き
な
逸
失
利
益
と

言
え
ま
す
。

管
理
組
合
と
し
て
は
、
亡

く
な
っ
た
方
の
、
相
続
人
に

速
や
か
に
相
続
人
選
任
手
続
き

に
動
い
て
貰
う
事
が
必
要
で

し
ょ
う
。

1

相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得した事を知っ
た日から3年以内に、相続登記する事が法律上義務になり、法務
局に登記名義人の変更（相続）を申請する必要があります。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、遺産分割
から3年以内に、登記する必要があります。

「
相
続
登
記
」
の
義
務
化
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管
理
組
合
が
支
払
っ
て
い

る
「
自
治
会
費
」
は
、
区
分

所
有
法
に
規
定
さ
れ
る
「
管

理
組
合
の
目
的
の
範
囲
」
を

逸
脱
し
て
い
る
な
ど
と
し
て
、

自
治
会
を
退
会
し
た
区
分
所

有
者
が
、
団
体
加
入
を
規
定

し
た
「
管
理
規
約
」
の
無
効

確
認
や
、
自
身
が
収
め
た
管

理
費
の
う
ち
、
自
治
会
費
に

相
当
す
る
額
の
返
還
を
求
め

た
訴
訟
の
控
訴
審
判
決
が
あ

り
ま
し
た
。
（
５
月
17
日
東

京
高
裁
）

原
告
は
、
自
治
会
を
退
会

後
も
、
「
自
治
会
相
当
額
が

管
理
費
か
ら
徴
収
さ
れ
て
お

り
、
「
自
治
会
費
」
は
「
管

理
費
」
に
内
包
し
て
お
り
、

実
質
的
に
退
会
が
制
限
さ
れ

て
い
る
。
と
主
張
。

こ
の
間
管
理
組
合
が
支
払
っ

た
自
治
会
費
は
「
不
当
利
得
」

に
基
ず
く
も
の
と
し
て
返
還

を
請
求
し
ま
し
た
。

〇
控
訴
審
で
の
争
点
は
、

①

管
理
規
約
の
有
効
性
と

総
会
決
議
の
効
力
は
、
自
治

会
の
活
動
に
含
ま
れ
て
い
る

防
災
、
清
掃
、
美
化
活
動
、

周
辺
地
域
を
含
む
住
環
境
向

上
の
た
め
の
行
政
へ
の
働
き

か
け
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準

管
理
規
約
」
に
規
定
さ
れ
る

「
管
理
組
合
の
業
務
」
に
当

た
り
ま
す
。

②
「
自
治
会
は
、
管
理
組
合

が
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
を
行
う

た
め
に
、
必
要
か
つ
有
益
な

活
動
を
行
う
団
体
」
と
し
、

管
理
組
合
が
、
自
治
会
に
団

体
加
入
し
、
こ
う
し
た
活
動

に
要
す
る
費
用
を
支
出
す
る

の
は
、
「
管
理
組
合
の
目
的

の
範
囲
内
」
だ
と
結
論
付
け

て
い
ま
す
。

判
決
は
、
自
治
会
は
「
納

涼
祭
」
・
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
大

会
・
ク
リ
ス
マ
ス
点
灯
式
・

等
イ
ベ
ン
ト
活
動
を
行
っ
て

い
た
が
、
支
出
の
大
半
が
こ

う
し
た
イ
ベ
ン
ト
活
動
に
充

て
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
た

上
で
、
イ
ベ
ン
ト
活
動
は
専

ら
地
域
住
民
の
親
睦
を
図
る

の
が
目
的
で
、
「
参
加
者
の

み
が
利
益
享
受
す
る
も
の
だ
」

と
言
及
。

こ
れ
に
対
し
、
組
合
側
は
、

自
治
会
に
委
託
す
る
業
務
は
、

防
災
活
動
業
務
も
含
ま
れ
て

い
る
と
主
張
。

裁
判
長
は
、
自
治
会
の
イ

ベ
ン
ト
活
動
を
「
管
理
組
合

の
目
的
の
範
囲
内
を
超
え
る

疑
い
の
あ
る
も
の
」
と
問
題

視
し
た
。

一
方
、
「
任
意
加
入
の
地
縁

団
体
で
あ
る
自
治
会
固
有
の

活
動
」
と
の
認
識
も
示
し
、

自
治
会
の
支
払
い
に
つ
い
て

①
管
理
組
合
と
自
治
会
の
構

成
員
が
、
実
質
的
に
一
致
し

て
い
る
。

②
自
治
会
は
会
員
か
ら
別
途

会
費
を
徴
収
し
て
お
ら
ず
、

活
動
費
の
大
半
は
、
管
理
組

合
が
支
払
う
、
自
治
会
費
で

賄
っ
て
い
る
「
代
行
徴
収
」

と
認
定
。

徴
収
代
行
自
体
は
、
管
理

組
合
の
目
的
の
範
囲
内
」
だ

と
し
、
自
治
会
費
と
管
理
費

を
区
分
経
理
す
る
こ
と
な
く
、

徴
収
し
て
い
る
点
で
、
問
題

あ
る
が
、
直
ち
に
違
法
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
、
区
分
所
有
者
が
、

退
会
後
も
「
代
行
徴
収
を
続

け
る
の
は
、
「
実
質
的
に
自

治
会
か
ら
の
、
退
会
の
事
由

を
制
限
す
る
も
の
」
と
認
定

し
、
自
治
会
退
会
者
は
、
退

会
後
に
収
め
た
管
理
費
等
の

内
自
治
会
費
相
当
額
に
つ
い

て
は
、
「
不
当
利
得
と
し
て
、

返
還
を
求
め
る
こ
と
が
出
来

る
と
し
て
自
治
会
費
相
当
分

費
用
を
管
理
組
合
に
支
払
い

を
命
じ
た
。
（
５
，
１
９
９

円
）た

だ
し
、
管
理
組
合
が
、

自
治
会
費
を
支
払
う
事
は
、

「
違
法
だ
と
は
言
え
な
い
。
」

と
認
定
し
結
論
付
け
て
い
る
。

こ
れ
は
、
管
理
組
合
が
、
団

体
と
し
て
自
治
会
に
加
入
し
、

自
治
会
費
を
支
払
う
と
規
定

し
た
。
「
管
理
規
約
」
ま
た
、

自
治
会
費
の
支
出
を
決
め
た

総
会
決
議
の
有
効
性
を
認
め

て
い
ま
す
。

自
治
会
に
支
出
す
る
費
用
に

つ
い
て
は
、
「
目
的
の
範
囲

内
」
に
使
わ
れ
る
業
務
の
場

合
は
、
問
題
な
い
と
判
示
し

て
い
ま
す
。

〇

地
域
の
実
情
も
鑑
み
て

管
理
組
合
費
と
自
治
会
費
は

明
確
に
、
収
入
の
部
に
仕
分

け
、
区
分
け
し
て
置
け
ば
、

混
同
せ
ず
、
こ
の
様
な
問
題

は
起
き
な
い
で
し
ょ
う
。
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収
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法
制
審
・
区
分
所

有
法
制
度
見
直
し

法
制
審
議
会
区
分
所
有
法

制
部
会
で
、
建
替
え
決
議
等

の
多
数
決
決
議
要
件
緩
和
案

な
ど
が
提
示
さ
れ
た
。

今
回
の
、
提
示
案
は
「
管

理
」
と
「
再
生
」
の
円
滑
化

を
図
る
方
策
の
概
要
が
示
さ

れ
ま
し
た
。

一

老
朽
化
し
た
マ
ン
シ
ョ

ン
の
建
替
え
の
場
合
は
区
分

所
有
者
の
総
数
の
５
分
の
４

の
賛
成
が
、
共
用
部
分
や
規

約
の
変
更
の
場
合
は
４
分
の

３
の
賛
成
が
、
区
分
所
有
関

係
の
解
消
（
取
壊
し
、
建
物

と
敷
地
の
一
括
売
却
な
ど
）

の
場
合
は
全
員
の
賛
成
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

建
替
え
等
の
区
分
所
有
建

物
の
再
生
の
意
思
決
定
は
、

要
件
が
厳
格
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
区
分
所
有
建
物
の
管

理
不
全
化
を
招
く
と
と
も
に
、

老
朽
化
し
た
区
分
所
有
建
物

の
再
生
が
困
難
に
な
っ
て
い

ま
す
。

二

そ
こ
で
、
区
分
所
有
法

制
の
見
直
し
が
喫
緊
の
課
題

と
な
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の

区
分
所
有
建
物
の
所
有
者
不

明
・
管
理
不
全
に
対
応
す
る

た
め
、
区
分
所
有
建
物
に
特

化
し
た
財
産
管
理
制
度
の
創

設
や
、
不
明
区
分
所
有
者
を

決
議
の
母
数
か
ら
除
外
す
る

仕
組
み
の
創
設
、
建
替
え
要

件
の
緩
和
、
多
数
決
に
よ
る

売
却
・
取
壊
し
等
の
新
た
な

再
生
手
法
の
創
設
等
に
つ
い

て
、
現
在
、
法
制
審
議
会
で

改
正
案
の
検
討
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

〇

筆
者
は
過
去
、
築
50
年

を
超
え
る
某
管
理
組
合
の
建

替
え
の
発
議
案
件
が
あ
り
、

こ
れ
に
、
現
住
区
分
所
有
者

の
方
に
、
意
向
を
聞
い
て
廻
っ

た
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
。

高
齢
独
居
老
人
の
お
宅
に

伺
っ
た
処
、
「
私
は
こ
こ
を

永
住
の
地
と
し
て
、
終
の
棲

家
と
考
え
て
い
る
。
今
更
、

引
っ
越
し
は
考
え
て
い
な
い
。

亡
く
な
っ
た
主
人
と
結
婚
し

た
時
は
、
借
家
住
ま
い
で
し

た
が
、
子
供
が
産
ま
れ
た
機

会
に
、
此
処
の
マ
ン
シ
ョ
ン

の
一
室
を
購
入
し

、
引
っ
越

し
て
来
た
。

今
で
は
、
子
供
も
独
立
し

て
生
活
し
て
い
る
が
、
亡
き

主
人
と
の
想
い
出
も
沢
山
あ

る
愛
着
あ
る
場
所
で
す
。

こ
の
、
建
物
内
に
は
、
同

じ
境
遇
の
独
居
老
人
の
友
人

も
い
る
。
お
互
い
に
、
毎
日

の
話
し
相
手
に
も
な
っ
て
い

る
。そ

れ
は
、
新
し
い
綺
麗
な

処
に
住
み
、
孫
に
も
遊
び
に

来
て
貰
い
た
い
が
、
年
金
暮

ら
し
だ
し
、
新
居
費
用
の
経

済
的
な
余
裕
は
な
い
。

今
の
生
活
に
満
足
し
て
い

る
。
先
の
事
は
考
え
た
く
な

い
。
そ
っ
と
し
て
置
い
て
欲

し
い
。
私
に
何
か
あ
っ
た
ら
、

こ
の
部
屋
の
相
続
は
子
供
に

託
し
て
い
る
。

こ
の
話
で
は
、
も
う
二
度

と
来
な
い
で
欲
し
い
。
」
と

全
く
耳
を
傾
け
て
く
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

【
多
数
決
決
議
要
件
緩
和
案
】

〇

区
分
所
有
法
第
六
十
二

条
、
集
会
に
お
い
て
は
、
区

分
所
有
者
及
び
議
決
権
の
各

五
分
の
四
以
上
の
多
数
で
、

建
物
を
取
り
壊
し
、
か
つ
、

当
該
建
物
の
敷
地
若
し
く
は

そ
の
一
部
の
土
地
又
は
当
該

建
物
の
敷
地
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
含
む
土
地
に
新
た

に
建
物
を
建
築
す
る
旨
の
決

議
（
以
下
「
建
替
え
決
議
」

と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

建
替
え
決
議
に
お
い
て

は
、
次
の
事
項
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

新
た
に
建
築
す
る
建
物

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
再
建
建
物
」
と
い
う
。
）

の
設
計
の
概
要

二

建
物
の
取
壊
し
及
び
再

建
建
物
の
建
築
に
要
す
る

費
用
の
概
算
額

三

前
号
に
規
定
す
る
費
用

の
分
担
に
関
す
る
事
項

四

再
建
建
物
の
区
分
所
有

権
の
帰
属
に
関
す
る
事
項

３

前
項
第
三
号
及
び
第
四

号
の
事
項
は
、
各
区
分
所

有
者
の
衡
平
を
害
し
な
い

よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

〇
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

都
道
府
県
知
事
（
市
の
区

域
内
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市

の
長
。
以
下
「
都
道
府
県
知

事
等
」
と
い
う
。
）
の
認
可

を
受
け
て
組
合
を
設
立
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

と
有
り
、
難
問
を
ク
リ
ア
し
、

建
替
え
発
議
に
至
っ
て
も
、

実
現
す
る
為
に
は
、
莫
大
な

時
間
と
労
力
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
こ
の
間
、
途
中
で
頓

挫
し
、
立
ち
消
え
に
な
る
事

例
も
多
く
在
り
ま
す
。

数
字
の
み
緩
和
し
て
も
、

独
居
の
お
年
寄
り
の
心
中
を

察
す
る
事
が
先
決
と
考
え
ま

す
。
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「
た
わ
け
」
と
言
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
こ

れ
が
、
「
愚
か
な
行
為
」
を

意
味
す
る
の
か
、
と
言
う
と
、

「
そ
の
昔
、
農
家
の
人
が
、

息
子
た
ち
に
財
産
を
分
け
る

た
め
に
、
田
ん
ぼ
を
区
切
っ

て
与
え
た
」
こ
れ
が
代
々
続

い
て
、
田
ん
ぼ
が
益
々
小
さ

く
な
り
、
貧
し
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
た
め
、
」
と
言
う
説

が
あ
り
ま
す
。

一

マ
ン
シ
ョ
ン
を
巡
る
ト

ラ
ブ
ル
の
多
く
は
、
「
共
有
」

の
意
識
が
欠
け
た
「
田
分
け
」

が
原
因
で
起
こ
り
ま
す
。

例
え
ば
事
例
を
紹
介
し
ま

す
と
、
バ
ル
コ
ニ
ー
に
サ
ン

ル
ー
ム
を
作
っ
て
し
ま
う
事

案
が
あ
り
、
他
の
区
分
所
有

者
と
も
め
た
ケ
ー
ス
が
り
ま

し
た
。

バ
ル
コ
ニ
ー
は
共
有
部
分

に
な
り
ま
す
が
、
「
専
用
使

用
権
」
に
該
当
し
ま
す
。

「
専
用
使
用
権
」
と
は
、
マ

ン
シ
ョ
ン
の
専
用
庭
、
バ
ル

コ
ニ
ー
、
ル
ー
フ
バ
ル
コ
ニ
ー
、

な
ど
、
敷
地
や
建
物
の
共
用

部
分
の
一
部
に
つ
い
て
、
特

定
の
区
分
所
有
者
の
み
が
使

用
で
き
る
権
利
を
言
い
ま
す
。

こ
れ
を
、
区
分
所
有
者
は
専

有
部
分
と
思
い
込
み
、
バ
ル

コ
ニ
ー
に
サ
ン
ル
ー
ム
を
設

置
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

専
有
部
分
は
、
区
分
所
有
者

（
自
分
）
の
財
産
で
あ
り
、

共
用
部
分
は
、
区
分
所
有
者

全
員
（
自
分
達
）
の
財
産
と

言
う
事
に
な
り
ま
す
。

二

マ
ン
シ
ョ
ン
で
個
人
の

区
分
所
有
権
が
主
張
で
き
る

の
は
、
「
専
有
部
分
」
だ
け

で
、
共
用
部
分
に
個
人
の
所

有
権
は
主
張
で
き
ず
、
特
定

の
区
分
所
有
者
に
「
田
分
け
」

を
す
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。

ま
た
、
共
有
の
田
ん
ぼ
は
、

共
有
者
全
員
の
共
有
財
産
で

あ
る
の
で
、
皆
で
耕
し
て
行

く
事
が
原
則
で
あ
り
、
区
分

所
有
者
全
員
で
維
持
保
全
管

理
し
て
行
く
事
に
な
り
ま
す
。

三

区
分
所
有
者
が
負
う
べ

き
、
共
用
部
分
の
管
理
費
用

や
修
繕
積
立
金
は
区
分
建
物

（
建
築
マ
ン
シ
ョ
ン
）
の
管

理
組
合
に
納
入
義
務
（
区
分

所
有
法
第
１
９
条
）
が
あ
り
、

責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

で
は
、
専
有
部
分
と
共
用

部
分
は
、
ど
の
様
に
決
め
ら

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
、

四

同
法
第
一
条
で
は
、
専

有
部
分
の
条
件
と
し
て
、
構

造
的
に
も
利
用
す
る
上
で
、

独
立
し
て
い
る
事
と
し
て
い

ま
す
。
共
用
部
分
に
つ
い
て

は
、
専
有
部
分
以
外
で
、
利

用
上
独
立
し
て
い
な
い
階
段

や
廊
下
等
は
法
的
な
共
用
部

分
と
定
め
、
構
造
上
独
立
し

て
い
て
も
、
利
用
上
独
立
し

て
い
な
い
集
会
室
や
倉
庫
等
、

専
有
部
分
と
し
て
の
条
件
を

備
え
て
い
る
部
分
で
も
、
規

約
に
よ
っ
て
共
用
部
分
に
出

来
る
と
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
そ
の
境
は
何
処
な

の
で
し
ょ
う
か
、
「
専
有
部

分
面
積
が
、
間
取
り
図
と
登

記
簿
と
で
は
違
う
」
と
言
う

疑
問
を
良
く
聞
き
ま
す
が
、

間
取
り
図
に
記
入
さ
れ
て
い

る
面
積
の
方
が
、
多
少
広
い

場
合
が
多
い
様
で
す
。

こ
れ
は
、
見
取
り
図
で
は
、

壁
芯
基
準
を
採
用
し
、
一
方

登
記
簿
は
、
「
上
塗
り
基
準
」

が
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。

五

壁
芯
基
準
と
は
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
壁
の
真
ん
中
迄
を

専
有
部
分
と
す
る
も
の
で
、

隣
と
の
間
に
共
用
部
分
は
な

く
、
専
有
部
分
の
め
ん
せ
き

が
広
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

上
塗
り
基
準
で
は
壁
の
内
側

を
専
有
部
分
と
し
て
コ
ン
ク

リ
ー
ト
壁
は
、
共
用
部
分
と

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
目
に
見
え
な
い
露

出
さ
れ
て
い
な
い
、
給
水
管

に
つ
い
て
は
、
各
住
戸
の
メ
ー

タ
ー
手
前
部
分
を
住
戸
メ
ー

タ
ー
の
枝
管
部
分
を
専
有
部

部
分
と
す
る
事
が
規
約
に
記

載
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的

で
す
。

六

規
約
に
盛
り
込
ま
れ
て

い
な
い
場
合
は
、
入
居
者
が

専
有
部
分
か
、
共
用
部
分
か

勘
違
い
し
や
す
い
部
分
を
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
す
。

一
般
的
に
、
外
観
上
玄
関

扉
（
鍵
と
内
側
塗
装
部
分
は

除
く
）
窓
枠
、
窓
ガ
ラ
ス
は

共
用
部
分
で
す
が
、
そ
の
住

戸
に
居
住
す
る
入
居
者
が
使

用
す
る
事
に
な
り
ま
す
か
ら
、

専
用
使
用
権
が
発
生
し
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、
無
用
な
ト

ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に
も
、

専
用
庭
や
バ
ル
コ
ニ
ー
な
ど

の
専
用
部
分
の
保
存
行
為
は

「
専
用
使
用
権
を
有
す
る
者

が
そ
の
責
任
と
負
担
に
於
い

て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
と
規
約
に
明

記
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
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子
育
て
支
援
型
共
同
住
宅

推
進
事
業
に
つ
い
て
、
共
同

住
宅
（
賃
貸
住
宅
及
び
分
譲

マ
ン
シ
ョ
ン
）
を
対
象
に
、

事
故
や
防
犯
対
策
な
ど
の
子

ど
も
の
安
全
・
安
心
に
資
す

る
住
宅
の
新
築
・
改
修
の
取

り
組
み
や
、
子
育
て
期
の
親

同
士
の
交
流
機
会
の
創
出
に

資
す
る
居
住
者
間
の
つ
な
が

り
や
交
流
を
生
み
出
す
取
り

組
み
に
係
る
事
業
を
公
募
し
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

本
整
備
に
要
す
る
費
用
の
一

部
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。

事
業
の
目
的

共
同
住
宅
（
分
譲
マ
ン
シ
ョ

ン
及
び
賃
貸
住
宅
）
を
対
象

と
し
た
以
下
の
取
組
を
支
援

す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も

と
親
の
双
方
に
と
っ
て
健
や

か
に
子
育
て
で
き
る
環
境
の

整
備
を
進
め
る
。

■

事
故
や
防
犯
対
策
な
ど
の

子
ど
も
の
安
全
・
安
心
に
資

す
る
住
宅
の
新
築
・
改
修

■

子
育
て
期
の
親
同
士
の
交

流
機
会
の
創
出
の
た
め
、
居

住
者
間
の
つ
な
が
り
や
交
流

を
生
み
出
す
施
設
の
設
置

事
業
の
概
要

補
助
対
象
と
な
る
共
同
住

宅■

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
改
修

補
助
対
象
事
業

１
．
「
子
ど
も
の
安
全
確
保

に
資
す
る
設
備
の
設
置
（
下

記
表
参
照
）
」
に
対
す
る
補

助

新
築

１
｜
10
、
改
修

１
｜
３
（
上
限
１
０
０
万
円
）

２
．
上
記
１
と
併
せ
て
、

「
居
住
者
等
に
よ
る
交
流
を

促
す
施
設
の
設
置
」
に
対
す

る
補
助
新
築
１
｜
10
改
修
１

｜
３
（
上
限
５
０
０
万
円
）

注
意
の
ポ
イ
ン
ト

ベ
ラ
ン
ダ
に
ひ
な
壇
式
の

植
木
鉢
、
椅
子
な
ど
の

踏
み

台
に
な
る
も
の
を
置
か
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

エ
ア
コ
ン
の
室
外
機
は
、
手r

す
り
か
ら
60
㎝
以
上
放
し
て

設
置
す
る
か
、
上
か
ら
つ
る

し
ま
し
ょ
う
。
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管
理
適
正
評
価
制
度

に
つ
い
て

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
評

価
制
度
と
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
管
理
状
態
や
管
理
組
合
運

営
の
状
態
を
評
価
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
情
報

を
公
開
す
る
仕
組
み
で
す
。

こ
れ
ま
で
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管

理
状
態
に
つ
い
て
明
確
な
評

価
基
準
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
「
一
般
社
団
法
人
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
業
協
会
」
が
、

不
動
産
関
連
団
体
と
協
力
し

て
全
国
共
通
の
管
理
に
関
わ

る
評
価
基
準
を
策
定
し
、
良

好
な
管
理
が
市
場
で
評
価
さ

れ
る
仕
組
み
と
し
て
、
本
制

度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

各
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い

て
は
、
健
全
な
組
合
運
営

や
計
画
的
な
修
繕
の
実
施

な
ど
、
良
好
な
管
理
を
維

持
す
る
こ
と
で
居
住
価
値

の
向
上
も
図
ら
れ
ま
す
の

で
、
本
制
度
を
通
じ
て
定

期
的
に
管
理
状
態
を
チ
ェ
ッ

ク
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。

一

管
理
体
制

円
滑
な
組
合
運
営
を
可
能

に
す
る
た
め
の
基
本
的
事
項
、

管
理
組
合
の
事
業
計
画
、
重

要
事
項
を
決
す
る
総
会
の
定

期
開
催
や
、
共
同
生
活
を
円

満
・
円
滑
に
す
る
た
め
の
管

理
規
約
の
有
無
の
確
認

二

建
築
設
備
の
維
持
管
理

体
制
に
つ
い
て

建
物
を
健
全
に
維
持
す
る
た

め
に
は
、
定
期
的
な
保
守
点

検
を
行
い
、
適
切
な
タ
イ
ミ

ン
グ
で
計
画
的
に
修
繕
工
事

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
、

ま
た
、
長
期
的
な
修
繕
工
事

の
計
画
の
有
無
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ

ク
し
ま
す
。

三

管
理
組
合
収
支

組
合
運
営
の
為
の
安
定
的

な
財
務
基
盤
に
つ
い
て
、
管

理
費
等
の
確
実
な
徴
収
は
、

管
理
組
合
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の

適
正
管
理
を
行
う
上
で
の
根

幹
的
な
事
項
と
な
り
ま
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
内
の
滞
納
発
生

状
況
と
滞
納
住
戸
へ
の
対
応

状
況
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
し

ま
す
。

四

耐
震
診
断
関
係

新
耐
震
基
準
が
適
用
さ
れ

て
い
な
い
（
昭
和
56
年
５
月

31
日
以
前
に
着
工
し
た
）
マ

ン
シ
ョ
ン
は
、
耐
震
性
が
必

ず
し
も
十
分
で
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
地
震
発
生
時
、

被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る

た
め
、
建
物
の
安
全
性
の
チ
ェ
ッ

ク
を
評
価
し
ま
す
。

五

生
活
関
連

快
適
に
住
む
た
め
の
環
境

作
り
に
つ
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
形
成
を
健
全
に
す
る
た

め
に
は
、
日
常
的
な
ト
ラ
ブ

ル
の
防
止
が
重
要
で
す
。

昨
今
の
度
重
な
る
自
然
災

害
に
対
し
、
防
災
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
作
成
、
防
災
訓
練
の
実

施
、
居
住
者
名
簿
の
作
成
や

災
害
時
に
お
け
る
安
否
確
認

体
制
な
ど
、
基
本
的
な
対
策

や
備
え
具
合
を
チ
ェ
ッ
ク
し

ま
す
。

〇

当
会
に
置
き
ま
し
て
も
、

本
制
度
に
協
力
し
て
い
ま
す
。

お
問
合
せ
等
あ
り
ま
し
た

ら
お
気
軽
に
御
相
談
下
さ
い
。
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〇

本
機
機
関
誌
第
１
３
６

号
で
越
谷
市
に
建
設
さ
れ
た

区
分
建
物
マ
ン
シ
「
ウ
エ
ル

フ
エ
ア
グ
リ
ー
ン
」
を
紹
介

し
ま
し
た
が
、
新
年
号
の
た

め
「
年
間
計
画
表
」
を
掲
載

し
た
た
め
に
、
紹
介
が
出
来

ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
号
に
て
「
越
谷
市
」
を

ご
紹
介
致
し
ま
す
。

〇
越
谷
市
は
埼
玉
県
東
南
部

に
位
置
す
る
中
核
市
で
、
人

口
約
３
４
万
人
で
、
さ
い
た

ま
市
、
川
口
市
、
川
越
市
、

所
沢
市
に
次
い
で
、
県
内
第

５
位
の
人
口
で
あ
る
。

〇
マ
ン
シ
ョ
ン
化
比
率
は
令

和
４
年
１
月
１
日
時
点
で
２

７
９
団
地
、
３
３
０
棟
、
２

３
３
０
８
戸
の
約
１
４
・
６

％
と
な
っ
て
い
る
。

東
武
伊
勢
崎
線
が
東
京
メ

ト
ロ
日
比
谷
線
と
直
通
運
転

さ
れ
、
東
京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ

ン
と
し
て
急
激
に
都
市
化
が

進
ん
だ
。
武
蔵
野
線
両
路
線

の
乗
換
駅
は
新
越
谷
駅
と
南

越
谷
駅
が
あ
り
、
徒
歩
連
絡

が
可
能
で
あ
る
。

〇

埼
玉
鴨
場

越
谷
市
内
を
流
れ
る
元
荒

川
の
ほ
と
り
に
１
９
０
８
年

に
造
ら
れ
た
。
皇
室
が
国
内

外
の
賓
客
を
招
き
、
も
て
な

す
施
設
で
あ
る
。
約
１
１
万

６
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
、

県
内
唯
一
の
皇
室
関
連
施
設

「
宮
内
庁
埼
玉
鴨
場
（
か
も

ば
）
」
が
あ
る
。
皇
室
の
儀

式
や
雅
楽
な
ど
を
担
当
す
る

宮
内
庁
式
部
職
が
所
管
す
る
。

（
写
真
提
供

宮
内
庁
）

尚
、
宮
内
庁
式
部
職
で
見

学
会
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

〇

越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン

越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
は
、

広
大
か
つ
平
坦
な
土
地
を
活

か
し
て
、
日
本
最
大
の
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
イ

オ
ン
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
が
開
業

し
た
。
今
で
は
、
首
都
圏
に

住
み
た
い
街
ベ
ス
ト
１
０
に

ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
て
い
る
街

と
な
っ
て
い
る
。

〇
越
谷
市
で
は
、
食
を
通
し

て
越
谷
の
魅
力
を
発
信
す
る

「
こ
し
が
や
愛
さ
れ
グ
ル
メ
」

と
い
う
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
ま
す
。

〇

鴨
ネ
ギ
鍋

江
戸
時
代
か
ら
良
質
な
長

ネ
ギ
の
産
地
で
あ
り
、
宮
内

庁
鴨
場
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

町
お
こ
し
の
一
環
と
し
て

「
鴨
ネ
ギ
鍋
」
が
誕
生
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
鴨
ネ
ギ
鍋
」
の
特
徴
は
、

醬
油
ベ
ー
ス
の
鍋
ス
ー
プ
と

厳
選
さ
れ
た
鴨
肉
、
焼
ネ
ギ

と
煮
込
ん
だ
ネ
ギ
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
で
す
。

8

地球温暖化の影響により、夏になると、日本も各地で、ゲリラ豪雨が頻繁に発生

しています。 日本も亜熱帯地方の仲間入りの様です。

水害対策等、日頃マンションでは、手薄な警戒ですが、これからは、いざと言う時に止水版

等は、常に直ぐに出せる場所に設置して置いた方が良いでしょう。

共用部分も大切な、資産です。居住者が、相互の精神で協力し、生命・身体・財産を

守って下さい。
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